
初級1/2 

2025/4/1更新 

缶詰巻締技能実習評価試験 実技試験評価のポイント〔初級〕 

≪試験課題：調節≫ 

【作業管理】 

「実技試験の方法（調節）：初級」に従って作業手順を評価 

〇リフターの高さ調節 

・1stトップ位置で調整していること 

・チャック下面に SCHゲージが接触した位置で調整していること 

・キャンスライドアジャスターがある場合は正しく取り扱えること 

〇1stロール寄り調節 

・1stトップ位置で調整していること 

・調整後にロールとチャックの接触を確認していること 

・後戻り調整をしないこと 

〇2ndロール寄り調節 

・2ndトップ位置で調整していること 

・調整後にロールとチャックの接触を確認していること 

・後戻り調整をしないこと 

〇作業時間 

30分以内に調節作業を終えること 

 

【調節能力】 

調節したものと基準との差異を評価 

〇リフターの高さ調節 

・リフターの高さが基準値に対して一定の範囲内であること 

〇1stロール寄り調節 

・TCの 3点平均が基準値に対して一定の範囲内であること 

〇2ndロール寄り調節 

・Tの 3点平均が基準値に対して一定の範囲内であること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



初級2/2 

2025/4/1更新 

≪試験課題：測定・検査≫ 

【作業管理】 

「実技試験の方法（測定）：初級」に従って作業手順を評価 

〇測定部位のマーキング 

・IJKの 3点を 120°間隔でマーキングしていること 

〇巻締外部計量検査 

・測定前に測定器具の 0点を確認していること 

・測定箇所を正しく理解していること 

・マイクロメーターが正しく取り扱えること 

・ノギス（ハイトゲージ）が正しく取り扱えること 

・カウンターシンクゲージ（デプスゲージ）が正しく取り扱えること 

〇作業時間 

30分以内に測定・検査作業を終えること 

 

【測定・検査能力】 

受検者と試験監督者の差異を評価 

〇巻締外部計量検査 

各項目の測定平均値が試験監督者の測定平均値と比較して一定の範囲内であること 

〇巻締外部視覚検査、巻締内部視覚検査 

正しく判定していること 

 

下記に該当する場合は試験中止（不合格）となります。 

１）試験に適した服装でない 
（転倒の恐れのある履物（サンダル等）、機械に巻き込まれる恐れのある被服の着用等） 
２）挨拶・返事ができない 
（試験（作業）開始および終了の合図がない、試験官からの問いかけを無視する等） 
３）危険行為を行う 
（指示がないのに機械動力を始動させる、作業中断の指示に従わない、機械を破損させる等） 
４）器具等を乱雑に取り扱う 
（機械稼働部分に工具を残置する、器具・工具類を放り投げる、測定器具を破損させる等） 

 

 

 



専門級1/2 

2025/4/1 更新 

 

 

缶詰巻締技能実習評価試験 実技試験評価のポイント〔専門級〕 

≪試験課題：調節≫ 

【作業管理】 

「実技試験の方法（調節）：専門級」に従って作業手順を評価 

〇SCH ゲージの作成 

・CaH、LH、A の値を理解していること 

・SCH の計算方法を理解していること 

・SCH ゲージ（ｲﾝｻｲﾄﾞﾏｲｸﾛ）が正しく取り扱えること 

〇シーミングチャックの高さ調節 

・1st トップ位置で調整していること 

・1st ロールとチャックの間隙を確保していること 

・調整後にロールとチャックの接触を確認していること 

〇リフターの高さ調節 

・1st トップ位置で調整していること 

・チャック下面に SCH ゲージが接触した位置で調整していること 

・キャンスライドアジャスターがある場合は正しく取り扱えること 

〇1st ロール寄り調節 

・1st トップ位置で調整していること 

・調整後にロールとチャックの接触を確認していること 

・後戻り調整をしないこと 

〇2nd ロール寄り調節 

・2nd トップ位置で調整していること 

・調整後にロールとチャックの接触を確認していること 

・後戻り調整をしないこと 

〇作業時間 

45 分以内に調節作業を終えること 

 

【調節能力】 

調節したものと基準との差異を評価 

〇リフターの高さ調節 

・リフターの高さが基準値に対して一定の範囲内であること 

〇1st ロール寄り調節 

・TC の 3 点平均が基準値に対して一定の範囲内であること 

〇2nd ロール寄り調節 

・T の 3 点平均が基準値に対して一定の範囲内であること 

 

 

 

 

 

 



専門級2/2 

2025/4/1 更新 

 

 

≪試験課題：測定・検査≫ 

【作業管理】 

「実技試験の方法（測定）：専門級」に従って作業手順を評価 

〇測定部位のマーキング 

・IJK の 3 点を 120°間隔でマーキングしていること 

〇巻締外部計量検査 

・測定前に測定器具の 0 点確認していること 

・測定箇所を正しく理解していること 

・マイクロメーターが正しく取り扱えること 

・ノギス（ハイトゲージ）が正しく取り扱えること 

・カウンターシンクゲージ（デプスゲージ）が正しく取り扱えること 

〇耐圧試験 

・缶型および蓋の種類に応じた空気圧を理解していること 

・試験部の観察方法を理解していること 

・所定の検査時間を理解していること 

〇作業時間 

45 分以内に測定・検査作業を終えること 

 

【測定・検査能力】 

受検者と試験監督者の差異を評価 

〇巻締外部計量検査 

各項目の測定平均値が試験監督者の測定平均値と比較して一定の範囲内であること 

〇巻締外部視覚検査、巻締内部視覚検査、耐圧試験 

正しく判定していること 

 

下記に該当する場合は試験中止（不合格）となります。 

１）試験に適した服装でない 
（転倒の恐れのある履物（サンダル等）、機械に巻き込まれる恐れのある被服の着用等） 
２）挨拶・返事ができない 
（試験（作業）開始および終了の合図がない、試験官からの問いかけを無視する等） 
３）危険行為を行う 
（指示がないのに機械動力を始動させる、作業中断の指示に従わない、機械を破損させる等） 
４）器具等を乱雑に取り扱う 
（機械稼働部分に工具を残置する、器具・工具類を放り投げる、測定器具を破損させる等） 



上級1/2 

2025/4/1 更新 

 

 

缶詰巻締技能実習評価試験 実技試験評価のポイント〔上級〕 

≪試験課題：調節≫ 

【作業管理】 

「実技試験の方法（調節）：上級」に従って作業手順を評価 

〇ロール取り付け 

・取り付けるロール形状またはロールナンバーを確認していること 

・1st ロールと 2nd ロールを正しい位置に取り付けていること 

・シムが必要な場合は適切なシムを選択していること 

〇SCH ゲージの作成 

・CaH、LH、A の値を理解していること 

・SCH の計算方法を理解していること 

・SCH ゲージ（ｲﾝｻｲﾄﾞﾏｲｸﾛ）が正しく取り扱えること 

〇シーミングチャックの高さ調節 

・1st トップ位置で調整していること 

・1st ロールとチャックの間隙を確保していること 

・調整後にロールとチャックの接触を確認していること 

〇リフターの高さ調節 

・1st トップ位置で調整していること 

・チャック下面に SCH ゲージが接触した位置で調整していること 

・キャンスライドアジャスターがある場合は正しく取り扱えること 

〇1st ロール寄り調節 

・1st トップ位置で調整していること 

・調整後にロールとチャックの接触を確認していること 

・後戻り調整をしないこと 

〇2nd ロール寄り調節 

・2nd トップ位置で調整していること 

・調整後にロールとチャックの接触を確認していること 

・後戻り調整をしないこと 

〇作業時間 

45 分以内に調節作業を終えること 

 

【調節能力】 

調節したものと基準との差異を評価 

〇ロール取り付け 

・上下方向のガタがなく円滑に回転すること 

〇リフターの高さ調節 

・リフターの高さが基準値に対して一定の範囲内であること 

〇1st ロール寄り調節 

・TC の 3 点平均が基準値に対して一定の範囲内であること 

〇2nd ロール寄り調節 

・T の 3 点平均が基準値に対して一定の範囲内であること 



上級2/2 

2025/4/1 更新 

 

 

≪試験課題：測定・検査≫ 

【作業管理】 

「実技試験の方法（測定）：初級」に従って作業手順を評価 

〇測定部位のマーキング 

・IJK の 3 点を 120°間隔でマーキングしていること 

〇巻締外部計量検査 

・測定前に測定器具の 0 点確認していること 

・測定箇所を正しく理解していること 

・マイクロメーターが正しく取り扱えること 

・ノギス（ハイトゲージ）が正しく取り扱えること 

・カウンターシンクゲージ（デプスゲージ）が正しく取り扱えること 

〇巻締外部計量検査 

・内部計量ができるように巻締部を解体していること 

・測定箇所を理解していること 

〇耐圧試験 

・缶型および蓋の種類に応じた空気圧を理解していること 

・試験部の観察方法を理解していること 

・所定の検査時間を理解していること 

〇作業時間 

45 分以内に測定・検査作業を終えること 

 

【測定・検査能力】 

受検者と試験監督者の差異を評価 

〇巻締外部計量検査、巻締内部計量検査 

各項目の測定平均値が試験監督者の測定平均値と比較して一定の範囲内であること 

〇巻締外部視覚検査、巻締内部視覚検査、耐圧試験 

正しく判定していること 

 

下記に該当する場合は試験中止（不合格）となります。 

１）試験に適した服装でない 
（転倒の恐れのある履物（サンダル等）、機械に巻き込まれる恐れのある被服の着用等） 
２）挨拶・返事ができない 
（試験（作業）開始および終了の合図がない、試験官からの問いかけを無視する等） 
３）危険行為を行う 
（指示がないのに機械動力を始動させる、作業中断の指示に従わない、機械を破損させる等） 
４）器具等を乱雑に取り扱う 
（機械稼働部分に工具を残置する、器具・工具類を放り投げる、測定器具を破損させる等） 
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